
   独立行政法人大学評価・学位授与機構におけるセクシュアル・ハラスメント 
   の防止等に関する規則 
 

平成１６年４月１日 

規則第５５号 

最終改正 平成２３年３月２８日 

 

第１章 総則 
 
 （趣旨） 
第１条 独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）における公正な雇

用管理の確保、役員及び職員（以下「役職員」という。）の利益の保護及び職務の能率

の発揮を図ることを目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための

措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応する

ための措置（以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。）については、こ

の規則の定めるところによる。 
 
 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 一 セクシュアル・ハラスメント 役職員が他の役職員及び関係者を不快にさせる性的

な言動並びに関係者が役職員を不快にさせる性的な言動をいう。 

 二 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため

役職員の就労上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起

因して役職員が就労上の不利益を受けることをいう。 

 三 役員 機構長、理事及び監事をいう。 

 四 職員 機構に所属する教員、事務系職員及び非常勤職員をいう。 

 五 関係者 関係業者等の職務上の関係を有する者をいう。 

 六 部局 監査室、管理部、評価事業部及び研究開発部をいう。 

 七 部局長 前号の部局の長をいう。 

 八 監督者 役職員を監督する地位にある者をいう。 

 
第２章 責務 

 
 （機構長の責務） 

第３条 機構長は、機構におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関し、総括する。 

２ 機構長は、役職員に対し、この規則の周知徹底を図らなければならない。 

３ 機構長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、役職員に対し、パンフレッ

トの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うように努めるものとする。 

４ 機構長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、役職員に対し、必要な研修
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を実施するものとする。 

５ 機構長は、新たに役職員となった者に対してセクシュアル・ハラスメントに関する基

本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者並びに第１３条に定める相談員

となった役職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役

割について理解させるため、研修を実施しなければならない。 

６ 機構長は、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、加害者あ

るいはその監督者に対し、指導、処分等の措置を講じる。 

 
 （監督者の責務） 
第４条 監督者は、次の各号に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止

及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合

には迅速かつ適切に対処しなければならない。 
一 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、役職員を

喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。 
二 役職員の言動に十分な注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセ

クシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮するこ

と。 
 
 （役職員の責務） 
第５条 役職員は、この規則及び機構長が別に定める「独立行政法人大学評価・学位授与

機構セクシュアル・ハラスメントの防止等に関するガイドライン」に従い、セクシュア

ル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。 
 

第３章 委員会 
 
 （設置） 
第６条 機構に、役職員のセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並び

にセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応する

ための措置について審議し、また必要な業務を処理するため、独立行政法人大学評価・

学位授与機構セクシュアル・ハラスメント防止委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 
 
 （任務） 
第７条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 セクシュアル・ハラスメントに係る苦情相談への対応に関すること。 
二 セクシュアル・ハラスメントに係る被害者の救済、加害者への措置及び環境の改善

等に関すること。 
三 その他セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要と認められること。 

２ 委員会は、必要に応じて被害者、加害者とされる者、第三者等に事情聴取するなどの

方法により調査を行うことができる。 
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３ 委員会は、必要に応じて加害者に対し、セクシュアル・ハラスメントをやめるよう直

接申し入れをすることができる。 
 
 （組織） 
第８条 委員会は、次に掲げる者で組織し、機構長が指名する。 

一 理事 
二 部局長 
三 評価研究主幹 
四 学位審査研究主幹 
五 総務企画課長 
六 前各号のほか必要と認める者  

 
 （委員長等） 
第９条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条の委員の中から機構長が指名する。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。 
 
 （委員以外の者の参加） 
第１０条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を参加させることができる。 
 
 （任期） 
第１１条 第８条第４号に掲げる委員の任期は、機構長が委嘱した日の属する年度の末日

までとする。 
 
 （報告） 
第１２条 委員長は、委員会の審議結果を機構長に報告しなければならない。 
 

第４章 相談員 
 
 （配置等） 
第１３条 セクシュアル・ハラスメントに係る苦情相談に対応するため、相談員を置く。 
２ 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充て、機構長が指名する。 

一 各部局の職員から男女各１名。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。 
二 総務企画課長 
三 前各号のほか必要と認める者  

３ 前項第１号及び第３号に掲げる相談員の任期は、機構長が委嘱した日の属する年度末

までとする。 
４ 機構長は、相談員の氏名、連絡先及びその他必要事項を機構内に明示しなければなら

ない。 
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 （相談員の責務） 
第１４条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事

者に対する助言等により、問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。  
２ 相談員は、機構長が別に定める「独立行政法人大学評価・学位授与機構苦情相談への

対応に関する指針」に十分留意しなければならない。 
３ 相談員は、苦情相談への対応に関して委員会に協議することができる。 
４ 相談員は、苦情相談の内容について委員会に報告しなければならない。 
 

第５章 その他 
 
 （プライバシーの保護） 
第１５条 委員会委員（第１０条により参加させる者を含む。）及び相談員は、苦情相談の

対応に当たっては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するととともに、

知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
 
 （役職員の苦情相談） 
第１６条 役職員は、相談員に苦情相談を行うことができる。 
 
 （不利益な取扱いの禁止） 
第１７条 機構長、監督者その他の役職員は、セクシュアル・ハラスメントに係る苦情相

談、当該苦情相談に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当

な対応をした役職員に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。 
 
 （事務） 
第１８条 委員会、相談員その他セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する事務は、

管理部総務企画課において処理する。 
 
 （雑則） 
第１９条 この規則に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必

要な事項は、別に定める。 
 
   附 則 
 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 
   附 則（平成１８年３月１３日） 
 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成１９年３月１２日） 
 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成２３年３月２８日） 
 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
 


